遅　延　理　由　書　兼　誓　約　書

　令和　　年　　月　　日（　変更内容を記載してください　）に変更があったので、介護保険法第７８条の５及び第１１５条の１５の規定により１０日以内に届出なければならないところ、（　遅延理由を記載してください　）のため今日まで遅延いたしました。

今後、このような法令違反が二度とないようにするとともに、介護保険法上のサービス事業を実施するにあたり、介護保険法その他の法令を遵守し、関係各機関の指導、助言に従うことを誓約します。
令和　　年　　月　　日

　木津川市長　宛て
　　　　　　　　　　　　　　住所（所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人名及び代表者氏名）　　　　
介護保険法抜粋
（変更の届出等） 

第七十八条の五 　指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型サービス（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。）の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

２ 　指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス（地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。）の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

（変更の届出等） 

第百十五条の十五 　指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

２ 　指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

